
北本市議会令和６年６月定例会の概要

令和６年６月定例会に市長から提案された議案

➢ 条例３件
➢ 事件議決３件（人事２件、契約１件）
➢ 補正予算３件

いずれも、原案どおり可決しました。



学童保育室設置及び管理条例の一部改正

令和７年４月１日に中丸第二学童保育室を設置する。

当初、２階建てだったものが、平屋建てに。
２支援単位（４０人×２）を一つの部屋で見なければいけない。

駐車場は、１６台分から９台分に縮小。
商工会、リサイクル協同組合と共用で、かなり手狭になる。
県道の通行の支障や近隣住民の迷惑にならないように配慮を
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公民館設置及び管理条例等の一部改正

➢ 令和７年４月利用分から利用料金を改定する。指定管理者の更
新のタイミングに合わせて改定するもの（これまではコロナ禍に
あったため見送り）。

➢ 令和元年に北本市が定めた「北本市使用料・手数料の適正化に
関する基本方針」に則って算出。

➢ 約１６９万円（１１．８％）の増収を見込む。

➢ 中央公民館（文化センター）は指定管理者が異なるため、今回は
対象外。



公民館設置及び管理条例等の一部改正

基準使用料 ＝ 原価 × 性質別負担割合 ※公民館は５０％

原価＝１㎡・１時間あたりの維持管理費用×使用面積×使用時間

１㎡・１時間あたりの維持管理費用
＝施設全体の年間維持管理費用÷施設全体の面積÷年間使用可
能時間

※維持管理費には、人件費、光熱水費、保守管理費用などを含む



午前 午後 夜間 １日

1,000 1,000 1,000 3,000

2,000 2,000 2,000 6,000

午前 午後 夜間 １日

研修室（和室） 650 850 850 2,350

会議室 300 400 400 1,100

講義室 400 550 550 1,500

集会所 650 900 900 2,450

研修室（和室） 700 950 950 2,600

講義室 500 700 700 1,900

視聴覚室 700 950 950 2,600

集会所 850 1,150 1,150 3,150

研修室（和室） 700 950 950 2,600

会議室 400 550 550 1,500

第１講義室 1,150 1,500 1,500 4,150

第２講義室 1,150 1,500 1,500 4,150

ミーティング室兼軽スポーツ室 1,100 1,500 1,500 4,100

集会所 1,000 1,350 1,350 3,700

研修室（和室） 450 650 650 1,750

講義室 850 1,150 1,150 3,150

集会所 900 1,200 1,200 3,300

研修室（和室） 650 850 850 2,350

講義室 950 1,250 1,250 3,450

創作室 600 800 800 2,200

調理室 700 950 950 2,600

集会所 900 1,200 1,200 3,300

集会室 1,050 1,400 1,400 3,850

学習室 850 1,150 1,150 3,150

和室 700 900 900 2,500
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午前 午後 夜間 １日 午前 午後 夜間 １日

バレーボール（１面） 1,000 1,300 2,000 4,300 全面 1,750 2,350 2,350 6,450

バドミントン（１面） 500 700 1,000 2,200 ２分の１面 900 1,200 1,200 3,300

卓球（１面） 100 200 300 600 ８分の１面 250 300 300 850

全面 1,000 1,300 2,000 4,300 全面 700 900 900 2,500

100 100 100 300 ２分の１面 350 450 450 1,250

1,000 1,000 1,000 3,000 全面 1,750 2,350 2,350 6,450

100 100 100 300 ３分の１面 600 800 800 2,200

100 200 300 600 ９分の１面 200 300 300 800

バドミントン（１面） 500 700 1,000 2,200 全面 1,750 2,350 2,350 6,450

卓球（１面） 100 200 300 600 ２分の１面 900 1,200 1,200 3,300

全面 3,000 4,000 4,000 10,000 ８分の１面 250 300 300 850

100 100 100 300 全面 1,750 2,350 2,350 6,450

バドミントン（１面） 500 700 1,000 2,200 ４分の１面 450 600 600 1,650

卓球（１面） 100 200 300 600 全面 1,750 2,350 2,350 6,450

全面 1,000 1,300 2,000 4,300 ２分の１ 900 1,200 1,200 3,300

個人利用 100 100 100 300 ８分の１ 250 300 300 850
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公民館設置及び管理条例等の一部改正

➢ 利用者や指定管理者の意見を聴いていない（地区公民館の館
長・副館長からは不安・不満の声） 。

➢ 料金設定が細かすぎる。５円単位の端数が生じる。

➢ １．５倍を超える値上げとなる区分がある（午前～夜間まで通し
で使った場合は１．５倍以内）。

➢ 利用料金制なのに、指定管理者の裁量の余地がほとんどない。

桜井、工藤、小久保の３人は反対。１６人が賛成し、可決。



一般会計補正予算（第２号）

主な内容 補正額

個人市民税の定額減税（財源の更正） ２億８,６１４万５千円

定額減税補足給付金【調整給付】給付事業 ５億４,４８３万６千円

民間保育所建設補助金交付事業 １億４,２７８万２千円

新型コロナワクチン接種事業（定期接種） １億４,３７７万４千円

新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 ４,５５９万１千円

郷土資料室移転整備改修工事費の増額 ６１９万５千円

※ 工藤議員は退席、他の議員は賛成



一般会計補正予算（第２号）

民間保育所建設補助金交付事業

若山学園（深井地区）
株式会社湯淺（北本団地）

いずれも小規模保育施設（Ａ型）
０歳児３人、１歳児８人、２歳児８人 計１９人
※１，２歳児で合計３２人増
令和７年４月に開所予定

年度 人数

R2 ２９人

R3 ５人

R4 ２３人

R5 ３３人

R6 ３２人

待機児童数の推移



一般会計補正予算（第３号） 追加議案

小中学校体育館空調設備設置事業

➢ 令和６年度当初予算で、基本設計・実施設計の予算を計上。

➢ 入札を行ったが応札なし。今後も応札が見込めず。

➢ 令和７年度中に工事を行わないと、緊急防災・減債事業債（交付
税算入率７０％）を充当することができない（市の負担増となる）。

➢ コンストラクションマネージメント（ＣＭ）業務として委託し、工事は
デザイン・ビルド方式（ＤＢ方式・設計施工一括発注）とする。

➢ ＣＭ業務を挟むことで、ＤＢ工事の発注を円滑にする。

基本・実施設計費△１,９８４万円 ＣＭ業務委託＋２,９７０万円



請願のその後① 学童保育室の指定管理者の選定

公設学童保育室の指定管理者の選定に当たっては、引き続き特
定非営利活動法人北本学童保育の会うさぎっ子クラブを随意指
定すること

公募により選定することを決定（市長決裁 Ｒ６．５．９）

（理由）
➢ 学童保育室を運営できる事業者は多数存在
➢ 指定管理者選定の公平性
➢ 指定管理者制度の目的に鑑み
市のガイドラインに基づき公募とする。

議会での議論は
一切考慮されず



請願のその後② スクラップヤードの騒音振動

請願事項
（１）地域住民から埼玉県生活環境保全条例第４条第１項に基づく
調査が請求された場合には、同条第２項に基づき速やかに調査
を行い、その結果等を請求者に通知すること。

４月１６日に調査請求書提出 → ６月１７日に回答

請求者は、「中丸〇丁目自治会 会長 〇〇 〇〇」
回答の宛名は、「〇〇 〇〇 様」



請願のその後② スクラップヤードの騒音振動

今回ご提出いただいた調査請求書に基づく調査は実施いたしませ
ん。

（１）調査請求書に添付の別紙１●●●●騒音振動問題関係略図
によると、請求者である〇〇様は、公害に係る被害を受けている
者又は受けるおそれのある者に該当しない。

（２）当該地においては、すでに市による調査が実施されていること
や、公害の状況及びその原因が既に実施した調査で明らかで
あり、公害の原因の改善に向けた取組が実施されている。

請求者を替えて、再度請求するかどうか検討



デーノタメ遺跡の国史跡化、久保区画整理事業

６月２４日に文化審議会文化財分科会で議決、文科大臣に答申



令和６年度
遺跡の国史跡指定
西仲通線の計画変更

令和７年度
久保区画整理事業の
計画変更

現在は、
黄線部分を優先的に
施行している。



デーノタメ遺跡の国史跡化、久保区画整理事業

年度 当初予算 補正後 決算

Ｈ３０ 245,306 155,726 138,095

R01 477,224 157,565 137,287

R02 219,864 97,899 81,274

R03 313,390 211,274 170,912

R04 342,450 218,473 218,178

R05 475,099 364,635

R06 845,737 561,536

事業費の推移 （単位 千円）

↑予算額の４５．２％のみ



北本市議会令和６年４月臨時会の概要

令和６年６月定例会に市長から提案された議案

➢ 専決処分の承認 ３件
➢ 人事 １件
➢ 工事契約 １件

いずれも、承認、同意、原案どおり可決されました。



栄市民活動交流センター整備改修工事

令和５年度当初予算に計上
令和５年度中に工事を実施する予定だったが、
４回の入札全てが不調に終わり、契約に至らず。

令和５年１２月定例会で予算を増額、
２月の入札では２社が失格（最低制限価格未満）
３月２７日の入札でようやく落札者が決定した。

令和７年３月に工事完了予定。
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